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●宮下公園運動施設団体登録 
  ① 宮下公園フットサル場を利用する団体は、宮下公園運動施設団体登録が必要となりま
す。 

 ② 宮下公園運動施設で団体登録することにより、渋谷区スポーツ施設の種別「屋外」に
登録したこととなるため、渋谷区スポーツ施設の種別「屋外」で登録する必要はありま

せん。また、渋谷区スポーツ施設の種別「屋外」に含まれるどの種目でも予約申込みが

できます。（例えば宮下公園運動施設で団体登録した場合、スポーツセンターのフット

サルやソフトボール等の利用ができます。） 
③ 渋谷区スポーツ施設の種別「屋外」で登録している団体は、宮下公園運動施設で団体

登録をする必要はありません。 
 
 

●宮下公園運動施設団体の登録の要件 
・宮下公園運動施設団体登録では、構成員の総数が１０人以上であること。 
・在住・在勤者団体は、構成員の２／３以上が渋谷区在住者又は在勤者であること。 
・在学者団体は、全員が渋谷区内にある高等学校以上の在学者であること。 
・在住・在勤者団体については、代表者は渋谷区在住者又は在勤者であること。 
・代表者は、満１６歳以上であること。 
※ 宮下公園フットサル場で登録すると、スポーツセンター屋外施設（運動場、フッ

トサル場）、二子玉川区民運動施設（運動場、野球場）がご利用できます。 
※ 宮下公園運動施設で登録された団体が、スポーツセンターの会議室を利用される

場合は、別に渋谷区スポーツ施設屋内種別での登録が必要です。 
※ 営利を目的とした活動を行うための登録はできません。 

 
 

●登録申請に必要なもの  
  1 宮下公園運動施設団体登録申請書（所定用紙） 
    （兼渋谷区スポーツネット登録申請書） 

  2 会員名簿（所定用紙） 

  3 代表者の在住、在勤又は在学が証明できるもの（窓口にて確認いたします。） 
                            （各種免許証、健康保険証、学生証等） 
 



 

 

●申請書記入上のご注意 
① 団体登録申請書のご記入については、「申請書記入例」を参照してください。 
② 暗証番号は、登録団体が任意に定める４桁の数字です。 
 ③ 連絡者は、代表者以外の方をご記入ください。 
 ④ 代表者の住所又は所在地欄には、在住者は自宅住所、在勤者は区内勤務地所在地、在

学者は区内学校所在地をお書きください。 
⑤ 黒色ボールペンでお書きください。 

 

●申請書類の提出先 
・宮下公園フットサル場を利用される団体は、宮下公園管理事務所に提出してください。 
・宮下公園フットサル場以外の施設をご利用の団体は、スポーツセンター、代官山スポー

ツプラザ、ひがし健康プラザに提出してください。 
 
 
 
 
 
 

●渋谷区スポーツネット利用者登録カード等の交付 
     団体登録申請が受理されますと、渋谷うスポーツネット利用者登録カード（兼登録確
認書）と渋谷区スポーツネット操作ガイドをお渡しします。 

 
 「渋谷区スポーツネット利用者登録カード」には８桁の利用者登録番号が表示されてい

ます。この利用者番号と登録申請時に利用者が任意に決められた４桁の暗証番号は、「渋

谷区スポーツネット」による抽選申込みや随時予約をする時に必要となります。 
 

●ご注意 
 ・有効期限は、２年間です。ただし、登録後２年経過時に登録者としての資格があり 
かつ、その間に本システムの利用が１回以上あった場合は、自動更新されます。 

 
・登録した内容に変更があった場合は、変更届又は団体名簿を必ず提出してください。 

 
・団体登録や施設利用に関して、虚偽の登録申請や不正使用があった場合は、スポーツ

ネット利用者登録が抹消されます。 



 

 

 
  

 
 
 

 

●渋谷区スポーツネットでできること 
宮下公園運動施設で団体登録を行うと、渋谷区スポーツネットを通じてインターネット

又は電話による音声応答サービスで宮下公園フットサル場やスポーツセンター等の予

約や施設の空き状況を確認することができます。 
 

●渋谷区スポーツネットの申込み開始時期 
    渋谷区スポーツネットでは、利用月の３ヶ月前の２５日から２ヶ月前の１０日までを

抽選申し込み期間としています。 
      抽選を行った後、予約の入らなかった施設については、利用月の１ヶ月前の１日（在

学団体については７日）から利用日前日まで、随時予約を受け付けます。 
 

●当選確認 
   抽選は、コンピュータによる自動抽選です。抽選結果確認期間内（利用月の２ヶ月前

の１４日から２ヶ月前の２４日まで）に渋谷区スポーツネットにより申し込んだ分に

ついて当落の確認をしてください。 
当選分を利用される場合は、必ず抽選結果確認期間内に当選申請をしてください。こ

の当選申請を行わないと施設の利用ができなくなりますのでご注意ください。 
 

●申込み件数と予約件数 

   渋谷区スポーツネットで１ヶ月に予約できる最大件数は、原則として１０件までです。

また、抽選申し込み期間中に申し込める件数は、１利用者あたり７件までとし、抽選

による当選は最大で７件となります。これにより利用月１ヶ月前の１日からの随時予

約期間中に、予約できる数は、（１０件－当選申請件数）となります。また、１０件

を超える利用を希望する場合は、利用月１ヶ月前の１０日以降、渋谷区スポーツネッ

トでお申し込みください。  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
※（注１）：●抽選の申し込みができるのは、渋谷区スポーツネットの利用者登録が完了し

ている団体です。操作方法は「渋谷区スポーツネット操作ガイド」をご覧

ください。 
●渋谷区スポーツネットの受付時間は、午前８時から午後１１時までです。 
  １般電話（職員対応）や窓口では受付けられません。 
●年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日までの日）以外の休館・休場日で

も渋谷区スポーツネットよる予約受付を行っています。（システムメンテナン

ス時を除きます。） 
 
※（注２）： ●抽選期間中（１１日～１３日）は、抽選対象となる月（２ヶ月先）の申し込

みや申し込みキャンセルはできません。ただし、抽選対象月より前の月の施

設予約については、渋谷区スポーツネットにより申し込みやキャンセルは可能で

す。 
 
 ※（注３）： ●１４日～２４日の間に渋谷区スポーツネットにより、抽選結果の確認を行っ

てください。また、当選した分については、この期間中に当選申請しないとキ

ャンセル扱いとなり、施設利用ができなくなります。 
    ●抽選結果確認は、午前８時から午後１１時まで渋谷区スポーツネットで受付け

ます。１般電話（職員対応）や窓口では受付けられません。 
 
※（注４）： ●利用月１ヶ月前の１日から利用日の前日までの間に、「１０件̶当選申請件数」

分の予約ができます。 
●随時予約により予約した分については、渋谷区スポーツネットによる当選申請

の必要はありません。 
●随時予約の開始日は、在住と在勤団体は利用月１ヶ月前の１日から、在学団体

は７日からです。 
 
※（注５）： ●利用日当日は、施設の利用時間前に、利用施設の各窓口で、「利用者登録カ

ード」を提示のうえ、使用料を納めた後、ご利用ください。  
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者登録についてのお問い合わせは、 

宮下公園管理事務所 03（3498）6231 

土木清掃部公園課公園管理係 03（3463）2876 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

渋谷区宮下公園運動施設団体登録申請書

（兼渋谷区スポーツネット利用者登録申請書） 



 

 

 
 
 
 
  宮下公園フットサル場使用料金 

時間帯 使用料（１時間） 

午前９時～午後１時  ４,０００円 , 

午後１時～午後５時  ５,０００円  

午後５時～午後７時  ６,０００円  

午後７時～午後１０時  ７,０００円  

 
 

 

 

宮下公園フットサル場夜間照明使用料 
 
夜間使用料30分 250円（注） 

 

夜間照明使用料対象期間と対象時間 

期間 照明設備点灯時間 

４月１日から４月３０日まで 午後６時以降 

５月１日から５月３１日まで 午後６時３０分以降 

６月１日から７月３１日まで 午後７時以降 

８月１日から８月２０日まで 午後６時３０分以降 

８月２１日から９月１５日まで 午後６時以降 

９月１６日から１０月１０日まで 午後５時３０分以降 

１０月１１日から１０月３１日まで 午後５時以降 

１１月１日から１月２０日まで 午後４時３０分以降 

１月２１日から２月２０日まで 午後５時以降 

２月２１日から３月２５日まで 午後５時３０分以降 

３月２６日から３月３１日まで 午後６時以降 

 

（注）節電のため当面の間、施設の使用は午後６時までとなります。 

 


